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マ
イ
ナ
ン
八
日
の
利
用
拡
大
と

「
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
」
の
危
険
性

醗
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
役
割
は
個
人
情
報
の
「
名
寄
せ
」
醜

2
0
1
9
年
Ⅱ
月
現
在
1
8
2
3
万
枚
、
交
付
率
1
4
・
3
％
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　
（
以
下
、
カ
ー
ド
）
　
の
普
及
は
進
ん
で
い
な

い
。
し
か
し
、
カ
ー
ド
普
及
を
諦
め
た
わ
け
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
が
失
敗
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
行
政
機
関
等

が
保
有
す
る
国
民
と
在
留
外
国
人
（
以
下
、
国
民
等
）
　
の
個
人
情
報

を
「
名
寄
せ
」
す
る
と
こ
ろ
に
危
険
が
あ
り
、
1
6
年
1
月
の
利
用
開

始
以
降
、
そ
の
懸
念
は
カ
ー
ド
普
及
を
通
じ
着
実
に
拡
大
し
て
い

る。

一
方
、
コ
ン
ビ
ニ
で
の
「
住
民
票
の
写
し
」
　
の
交
付
な
ど
カ
ー
ド

の
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
は
、
カ
ー
ド
の
I
C
チ
ッ
プ
に
納
め
ら
れ
た

「
公
的
個
人
認
証
」
（
J
P
K
I
）
　
の
電
子
証
明
書
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
自
体
は
使
わ

れ
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
利
用
し
て
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
に
新
た
に
個
人
情
報
が
「
組
付
け
」
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な

お
「
名
寄
せ
」
と
は
、
複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
て
い
る

同
一
人
物
の
デ
ー
タ
に
共
通
の
番
号
を
付
け
、
こ
の
番
号
を
使
っ
て

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
を
い
い
、
ま

た
番
号
を
使
っ
て
名
寄
せ
が
出
来
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
そ

の
番
号
に
「
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
も
そ
も
カ
ー
ド
の
役
割
は
行
政
機
関
等
に
対
し
「
私
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
」
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
な
ど
の
サ

ー
ビ
ス
は
言
わ
ば
「
お
ま
け
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
仮
に
カ
ー
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参考図　マイナンバーカードと「電子証明書」

マイナンバーカードの裏面 ��①マイナンバーi �主法 休会 

宅／／ま／霧繊瀦繚擬態瀦驚窺霧縁談議競競 ��・社会保障、税または災害対策分野にお 
‘一三言　　　　　　　　　　　　′ヽ土と �“丁プ 

ける法疋事務または地方公／、団体が 条例で定める事務においてのみ利用 �がで 限利 定用 

：∴∴　　　　績閣　∴∴ 
可能 ・マイナンバーを利用できる主体は、行政 機関や雇用主など法令に規定された 主体に限定 

Ee，番号；1℃÷　　　　　　　∴∴∴「∴∴ ���で 

鴎∴∴∴薮薙幾 多役宅／額 ∴∴　∴ 闘∴　∴一∴∴ ���き る 

①電子証明書i �民 間 

＼ ��（署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書） ・行政機関等（e－Tax、マイナポータル、コ ンビニ交付等）のほか、新たに総務大 

配龍田閏密語廓 ��� 臣が認める民間事業者も活用可能に �A iヨ 

電子証明書 （署名用、利用者証明用） 空き領域 ��・電子証明書の発行番号と顧客データ を紐づけて管理することにより、様々な �め て 幅 

サービスに活用が可能 �広 く 利 

③空き領域l 
・市町村・都道府県等は条例で定めると ころ、国の機関等は総務大臣の定める �用 が 可 能 

その他（券面情報等〉 ��ところにより利用可能 例：印鑑登録証、国家公務員身分証 ・新たに民間事業者も利用可能に 

（資料）総務省HP「民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用」より作成。
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ド
が
全
く
普
及
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
行
政
機
関
等
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
使
っ
て
他
の
行
政
機
関
等
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
を

き
だ
し
名
寄
せ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

聞
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

対
象
と
す
る
人
物
に
関
す
る
個
人
情
報
を
名
寄
せ
す
る
こ
と
で
、

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
に
人
物
像
を
仮
想
的
に
作
り
出
す
こ
と
を
「
プ

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
」
と
い
い
、
評
価
の
基
準
な
ど
に
沿
っ
て
対
象
者

選
別
や
等
級
化
な
ど
が
可
能
と
な
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
出
発
点
は
小
泉
政
権
（
2
0
0
1
～
0
0

年
）
　
に
お
い
て
社
会
保
障
費
の
削
減
を
目
的
と
し
て
検
討
さ
れ
た
社

会
保
障
番
号
で
あ
る
。
「
真
」
に
支
援
が
必
要
な
人
に
対
し
て
公
平

な
支
援
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
制
度
を
実
現
す
る
、
す
な
わ
ち
国
民

一
人
ひ
と
り
を
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
政
府
の
定
め
た
墓

園
吋
u
爵
加
重
l
劃
早
口
架
l
理
柚
を
l
圃
嗣
割
朝
湯
l

に
、
個
人
情
報
を
集
め
る
の
か
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
に
国
税

庁
の
長
年
の
悲
願
で
あ
っ
た
納
税
者
番
号
の
機
能
が
プ
ラ
ス
さ
れ
、

社
会
保
障
と
税
の
共
通
番
号
と
し
て
実
現
し
た
の
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

で
あ
る
。
も
っ
と
も
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
あ
く
ま
で
も
集
め
る
こ
と
が
で

き
た
情
報
を
も
と
に
し
た
推
定
で
あ
り
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
よ
り
正
確
な
も
の
に

す
る
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
紐
付
け
ら
れ
る
個
人
情
報
を
増
や
す

必
要
が
あ
る
。
既
に
年
金
や
健
康
保
険
、
所
得
税
、
雇
用
保
険
等
に

関
す
る
個
人
情
報
は
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
市
町
村
が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
詳
細
か
つ
膨
大
で
あ
る
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が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
住
民
票
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
個
人
情
報

（
住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
福
祉
や
生
活
保
護
、
教
育
な
ど
に
関
わ

る
も
の
）
も
全
て
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
全
て
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
て
他
の
行
政
機
関
へ
提

供
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
固
定
資
産
税
情
報
の
外
部

提
供
は
ま
だ
で
あ
る
。

1
9
年
5
月
の
　
「
番
号
法
」
　
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
）
等
の
改
正
に
よ
り
戸
籍
情
報
と

の
組
付
け
ば
2
0
2
3
年
頃
ま
で
に
は
始
ま
る
。
預
貯
金
口
座
と
の

組
付
け
ば
1
8
年
か
ら
任
意
で
始
ま
っ
た
が
、
付
番
開
始
後
3
年
を
目

途
に
見
直
し
さ
れ
る
予
定
だ
。

行
政
機
関
等
へ
の
手
続
き
の
際
に
住
民
票
の
写
し
や
課
税
証
明
な

ど
添
付
書
類
を
省
略
で
き
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
た
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
名
寄
せ
が
実
現
さ

☆
会
議
」
　
（
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会

推
進
戦
略
本
部
の
下
に
1
4
年
6
月
設
置
）
が
1
9
年
6
月
に
決
定
し
た
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
の
促
進
に
関

す
る
方
針
」
で
は
、
「
社
会
保
障
の
公
平
性
の
実
現
や
適
正
・
公
平

な
課
税
の
観
点
等
か
ら
、
所
得
の
み
な
ら
ず
資
産
を
適
切
に
評
価
し

つ
つ
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
公
平
な
社
会
保
障
等
を
目
指

し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
を
進
め
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
不

動
産
等
の
資
産
に
つ
い
て
は
住
民
票
情
報
を
介
し
て
組
付
け
済
み
の

市
町
村
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
活
用
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。
「
社
会
保
障
の
公
平
性
の
実
現
」
と
い
う
点
で
い
え
ば
、

カ
ル
テ
や
レ
セ
プ
ト
、
健
診
結
果
な
ど
の
医
療
情
報
と
の
関
係
を
ど

う
す
る
の
か
が
焦
点
と
な
っ
て
く
る
。

醒
匪
療
情
報
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
把
握
可
能
に
　
聞

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
情
報
連
携
が
始
ま
っ
た
1
7
年
日
月
で
の
省
略
可

の
手
続
き
は
8
5
3
で
あ
っ
た
が
、
1
9
年
7
月
に
は
1
7
6
4
（
現

行
法
上
は
2
2
3
0
が
省
略
可
）
と
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
1
3
年
5
月
の

成
立
以
来
、
番
号
法
が
三
十
数
回
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
た
た
め
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
法
改
正
に
つ
い
て
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
で

あ
り
、
国
会
で
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
た
様
子
も
な
い
。
ほ
と
ん
ど

の
国
民
が
知
ら
ぬ
間
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
名
寄
せ
は
進
ん
で
い

る
の
だ
。
で
は
今
後
は
ど
う
な
る
の
か
。
「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
閣
僚

毘仙付
け
ら
れ
て
い
る
）
を
個
人
単
位
化
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
医
療

1
8
年
6
月
閣
議
決
定
の
「
未
来
投
資
戦
略
2
0
1
8
」
は
、
世
帯

位
で
あ
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
番
号
（
既
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と

分
野
に
お
け
る
識
別
子
と
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
イ
ン
フ
ラ

活
用
す
る
こ
と
で
、
2
0
2
0
年
度
か
ら
「
個
人
の
健
診
・
診

療
・
投
薬
情
報
が
医
療
機
関
等
の
間
で
共
有
で
き
る
全
国
的
な
保
健

医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
及
び
、
「
行
政
・
保
険
者
・
研
究
者
・

民
間
等
が
、
健
康
・
医
療
・
介
護
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
個
人
の
ヒ
ス

ト
リ
ー
と
し
て
連
結
・
分
析
で
き
る
解
析
基
盤
」
を
本
格
稼
働
す
る
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と
し
て
い
る
。

ま
た
、
厚
労
省
情
報
化
担
当
参
事
官
室
が
1
8
年
8
月
に
示
し
た

「
『
医
療
等
分
野
に
お
け
る
識
別
子
の
仕
組
み
』
の
概
要
」
は
「
被
保

険
者
番
号
履
歴
を
医
療
等
分
野
に
お
け
る
識
別
子
の
一
つ
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
が
現
実
的
」
と
し
て
い
る
。
被
保
険
者
番
号
を
履
歴
管

理
す
れ
ば
、
転
職
・
退
職
、
転
居
等
で
番
号
が
変
わ
っ
て
も
、
個
人

の
特
定
が
可
能
と
な
り
、
「
個
人
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
し
て
医
療
等

の
情
報
を
生
涯
に
渡
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
。

麻
生
太
郎
首
相
（
当
時
）
は
0
8
年
日
月
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
で

「
た
ら
た
ら
飲
ん
で
、
食
べ
て
、
何
も
し
な
い
人
の
分
の
金
（
健
康

保
険
料
の
意
－
引
用
者
）
を
何
で
私
が
払
う
の
だ
。
だ
か
ら
、
努
力

し
て
健
康
を
保
っ
た
人
に
は
何
か
し
て
く
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い
と
い
け
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

自
明
の
こ
と
だ
が
不
健
康
や
疾
病
は
本
人
の
努
力
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
。
自
立
・
自
助
、
自
己
責
任
を
強
調
し
、
公
的
責
任
の
放
棄
を

図
る
政
府
の
も
と
、
医
療
等
分
野
に
お
け
る
識
別
子
と
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
個
人
情
報
を
使
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
が
プ

引
計
理
列
剤
十
割
耐
忍
開
封
封
甲
斗
圏
習

＼
な
い
者
」

／だ。

に
選
別
さ
れ
る
可
能
性
が
い
よ
い
よ
強
ま
っ
て
い
る
の

醒
自
治
体
の
シ
ス
テ
ム
共
通
化
　
　
　
　
　
躍

総
務
省
「
自
治
体
戦
略
2
0
4
0
構
想
研
究
会
　
第
二
次
報
告
」

（
1
8
年
7
月
）
は
、
人
口
縮
減
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
が
必

要
と
し
て
「
自
治
体
の
経
営
資
源
が
制
約
さ
れ
る
中
、
法
令
に
基
づ

く
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
」
に
は
、
A
I
な
ど
の

「
破
壊
的
技
術
（
D
i
s
r
も
H
i
＜
①
↓
O
C
F
0
－
O
g
i
の
S
）
」
を
「
積
極
的
に

活
用
し
て
、
自
動
化
・
省
力
化
を
図
り
、
よ
り
少
な
い
職
員
で
効
率

的
に
事
務
を
処
理
す
る
体
制
の
構
築
が
欠
か
せ
な
い
」
と
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
内
部
に
お
い
て
「
共
通
の
情
報
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
て
低
廉
化
を
図
る
必
要
」
が
あ
る
が
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
に
よ
る
情
報
連
携
の
開
始
後
は
、
情
報
連
携
の
対
象
と
な
る

情
報
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
市
区
町
村
で
同
じ
レ
イ
ア
ウ
ト
（
デ
ー

タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
）
を
使
用
し
て
副
本
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
」
お

り
、
こ
れ
は
「
シ
ス
テ
ム
共
通
化
の
基
盤
と
な
り
得
る
」
な
ど
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
仕
組
み
を
、
全
市
町
村
の
シ

ス
テ
ム
を
共
通
化
・
標
準
化
し
、
自
治
体
の
独
自
性
の
放
棄
に
よ
る

地
方
自
治
の
形
骸
化
を
促
す
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
に
も
使
お
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

ま
た
、
総
務
省
・
ス
マ
ー
ト
自
治
体
研
究
会
が
示
し
た
報
告
書

（
1
9
年
5
月
）
は
自
治
体
で
の
A
I
の
積
極
的
活
用
を
促
す
と
と
も

に
、
活
用
事
例
や
実
証
実
験
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

特
定
健
診
受
診
対
象
者
に
過
去
の
受
診
者
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
A
l

で
最
も
効
果
的
な
勧
奨
通
知
を
送
る
、
認
定
調
査
や
主
治
医
意
見
書

を
も
と
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
A
I
に
提
案
さ
せ
る
、
兄
弟
姉
妹
の
入
園

や
利
用
調
整
基
準
等
の
ル
ー
ル
を
学
習
し
た
A
I
に
保
育
所
の
入
所
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戸
紛
V えゝ変体治自＋dレし

′

1

選
考
を
さ
せ
る
な
ど
で
あ
る
。

名
へ
　
A
l
を
こ
う
し
た
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
や
選
別
に
本
格
的
に
活
用

予
習
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ど
こ
か
ら
デ
ー
タ
を
取
り
寄
せ
る
の
か

る
に
は
、
膨
大
な
量
の
履
歴
を
含
む
一
連
の
個
人
デ
ー
タ
を
予
め

考
え
れ
ば
、
様
々
な
個
人
情
報
と
結
び
付
け
ら
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
活
用
す
る
の
が
最
も
「
合
理
的
」
で
あ
ろ
う
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
A
I
に
よ
る
「
よ
り
少
な
い
職
員
で
効
率
的
に
事
務
を
処
理
す
る

体
制
の
構
築
」
、
す
な
わ
ち
人
減
ら
し
合
理
化
に
も
使
わ
れ
る
の
た
。

醒
電
子
証
明
書
の
発
行
番
号
は
野
放
し
状
態
　
　
躍

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
サ
ー
ビ
ス
の
多

電
子
証
明
書
が
使
わ
れ
る
の
は
公
的
分
野
だ
け
で
は
な
い
。
ネ
ッ

上
で
の
銀
行
や
証
券
の
口
座
開
設
、
ロ
ー
ン
申
し
込
み
な
ど
の
際

の
本
人
確
認
な
ど
民
間
分
野
で
の
利
用
も
始
ま
っ
て
い
る
。
発
行
番

号
と
カ
ー
ド
の
所
有
者
、
す
な
わ
ち
国
民
等
と
は
一
対
一
の
関
係
に

あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
発
行
番
号
を
得
た
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス
対

象
が
誰
な
の
か
を
特
定
で
き
、
番
号
を
使
っ
た
名
寄
せ
や
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
作
成
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
I
I
L
I
S
は
電
子
証
明
書
の

更
新
前
後
の
番
号
を
関
連
付
け
る
履
歴
管
理
サ
ー
ピ
ー
ス
も
提
供
し
て

お
り
、
発
行
番
号
と
そ
の
履
歴
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ド
取
得
者
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
特
定
、
追
跡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
も
利
用
可
能
な
発
行
番
号
だ

く
を
実
現
し
て
い
る
の
は
、
J
P
K
I
（
公
的
個
人
認
証
）
の
電
子
証

明
書
な
の
だ
か
、
こ
こ
に
も
極
め
て
重
大
な
問
題
が
あ
る
。

電
子
証
明
書
に
は
、
カ
ー
ド
所
有
者
の
住
民
票
記
載
通
り
の
氏
名

や
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
と
固
有
の
発
行
番
号
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
封
引
計
寸
刻
仙
討
見
日
当
割
引
十
月
前
脚
割
引
制
山
田
割
引
割
u
J
l
－
加
＝
目

ス
提
供
者
に
発
行
番
号
等
が
伝
わ
り
記
録
さ
れ
る
と
と
も
に
、
J
P

K
l
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
J
I
L
I

S
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
住
基
ネ
ッ
ト
を
管
理
し
て
い
る
）
　
が
、
そ
の
有
効
性

に
つ
い
て
発
行
番
号
を
も
と
に
確
認
す
る
。
名
前
や
住
所
等
に
変
更

が
あ
っ
た
り
、
更
新
さ
れ
ず
有
効
期
限
（
発
行
日
か
ら
5
回
目
の
誕
生

日
ま
で
）
が
切
れ
て
い
た
り
し
た
場
合
、
I
－
L
I
S
は
そ
の
電
子

証
明
書
を
無
効
と
返
答
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
で
き
な
く
な
る
。

が
、
こ
の
発
行
番
号
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
よ
う
な
利
用
規
制
は
な

く
野
放
し
状
態
で
あ
る
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
総
務
省
は

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
民
間
企
業
に
対
し
て
、
「
発
行
番
号
と
顧
客
デ
ー

夕
を
紐
づ
け
て
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
に
活
用

可能」

と
そ
の
利
用
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に

は
厳
し
い
利
用
規
制
を
行
う
一
方
、
発
行
番
号
へ
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠

い
た
あ
ま
り
に
も
緩
い
措
置
は
到
底
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

醒
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険
証
に
　
　
聞

1
9
年
5
月
の
健
康
保
険
法
等
の
改
正
に
よ
り
2
0
2
1
年
3
月
か

ら
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
（
以
下
、
保
険
証
）
に
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
J
P
K
I
の
電
子
証
明
書
に
よ
っ
て
実
現
さ
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れ
る
も
の
だ
。
目
的
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
実
現
で
あ
り
、
退

職
等
に
よ
り
失
効
し
た
保
険
証
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
過
誤

請
求
の
防
止
な
ど
を
図
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
民
等
に
カ
ー
ド
を
持
た
せ
る
う
え
で
極
め
て
有
効
な
政

策
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
閣
僚
会
議
は
交
付
枚
数
を
2

0
2
1
年
3
月
末
の
時
点
で
6
～
7
0
0
0
万
枚
と
見
込
み
、
2
3
年

3
月
末
ま
で
に
概
ね
全
て
の
医
療
機
関
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

が
可
能
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
カ
ー
ド
を
保
有
す
る
こ
と
に

な
る
と
し
て
い
る
。

厚
労
省
は
2
1
年
3
月
以
降
も
現
在
の
保
険
証
が
使
え
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
こ
れ
ほ
ど
交
付
が
進
む
と
な
ぜ
政
府
は

考
え
る
の
か
。
そ
れ
は
「
将
来
的
に
保
険
証
の
発
行
を
不
要
と
し
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
み
の
運
用
へ
の
移
行
を
目
指
し
て
い
く
」

（
厚
労
省
・
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
運
用
等
の
整
理

案
（
概
要
）
令
和
元
年
6
月
版
）
か
ら
で
あ
る
。
保
険
証
が
廃
止
さ
れ

れ
ば
、
カ
ー
ド
を
取
得
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
我
々
に
は
残
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

化
」
を
図
る
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
翌
年
6
月
閣
議
決
定
の
「
日
本

再
興
戦
略
2
0
1
5
」
に
も
「
2
0
1
7
年
7
月
以
降
早
期
に
医
療

保
険
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
医
療
機
関
の

窓
口
に
お
い
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
活
用
す
る

こ
と
を
可
能
と
L
L
と
あ
る
。
保
険
証
に
す
る
計
画
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
ス
タ
ー
ト
前
か
ら
あ
っ
た
の
だ
。

保
険
証
化
に
よ
り
危
惧
さ
れ
る
点
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
紙
幅
の

係
か
ら
ご
く
簡
単
に
記
す
と
、
①
持
ち
歩
く
こ
と
で
紛
失
・
盗
難

危
険
性
が
増
大
す
る
、
②
シ
ス
テ
ム
整
備
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

ど
医
療
機
関
に
過
度
な
負
担
と
な
る
、
③
従
来
の
保
険
証
と
の
温

に
よ
り
医
療
機
関
の
窓
口
で
混
乱
が
生
じ
る
、
④
電
子
証
明
書
の

隈
が
切
れ
て
い
る
場
合
は
保
険
証
と
し
て
使
え
な
い
、
⑤
保
険
証

提
示
が
必
要
な
全
て
の
場
面
（
例
え
ば
介
護
施
設
等
）
　
で
オ
ン
ラ

ン
資
格
確
認
が
で
き
る
保
証
が
な
い
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し
て
使
う
に
は
事
前
に
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ホ
で
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
シ
ス
テ
ム
」
に
自
ら
ア
ク
セ

ス
し
、
電
子
証
明
書
を
使
い
初
期
登
録
す
る
必
要
が
あ
る
。
操
作
は

と
こ
ろ
で
保
険
証
化
の
話
は
、
カ
ー
ド
の
普
及
が
予
定
通
り
に
進

ま
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
急
に
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
1
4
年

6
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
世
界
最
先
端
I
T
国
家
創
造
宣
言
」

は
、
カ
ー
ド
に
つ
い
て
「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
等
を
活
用
し
、

健
康
保
険
証
や
国
家
公
務
員
身
分
証
明
書
な
ど
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
や

国
家
資
格
等
の
資
格
の
証
明
等
に
係
る
カ
ー
ド
類
の
一
体
化
／
一
元

簡
単
で
は
な
く
、
高
齢
者
を
中
心
に
登
録
で
き
な
い
人
が
た
く
さ
ん

出
て
く
る
だ
ろ
う
。
登
録
を
し
な
い
ま
ま
医
療
機
関
に
来
た
場
合

は

、

刻

印

習

劃

剛

劉

‖

0
0
％
は
期
待
で
き
な
い
。

ブ
ル
が
起
き
る
の
は
間
違
い

関
職
員
と
患
者
と
の
間
で
ト
ラ

「
方
、
厚
労
省
は
、
医
療
機
関
職
員
は
カ
ー
ド
に
触
ら
な
い
、
預
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か
ら
な
い
と
現
実
無
視
の
方
針
を
示
し
て
お
り
、
窓
口
で
の
混
乱
は

収
ま
り
そ
う
も
な
い
。

そ
し
て
も
う
一
点
危
惧
さ
れ
る
の
は
、
保
険
料
滞
納
者
と
の
面
談

を
す
る
こ
と
な
く
、
市
役
所
の
端
末
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
い
つ
で
も

カ
ー
ド
を
短
期
被
保
険
者
証
や
資
格
証
明
書
に
一
方
的
に
変
更
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
点
で
あ
る
。
市
町
村
の
中
に
は
、
∴
」
れ
幸
い
と

資
格
証
明
書
な
ど
を
乱
発
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
医

療
機
関
の
窓
口
で
カ
ー
ド
を
出
し
て
も
全
額
自
己
負
担
と
言
わ
れ
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
分
か
ら
ず
困
り
果
て
る
人
た
ち
も
出
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は

診
療
抑
制
を
促
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

醒
消
費
活
性
化
と
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」
　
　
　
闇

総
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
あ
る
「
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
別
口
自
制
国
甜
弧
罰
魚
雷
で
－
コ
：
l
剖

は
、
マ
イ
キ
ー
I
D
取
得
者
が
民
間
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
（
電

子
マ
ネ
ー
や
Q
R
コ
ー
ド
決
済
）
事
業
者
か
ら
ポ
イ
ン
ト
を
購
入
す

．
る
と
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
「
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
加
算

さ
れ
る
（
2
万
円
の
購
入
に
対
し
5
千
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
）
。
こ
れ
に
は
S
u

l
C
a
や
W
A
O
N
、
楽
天
E
d
y
、
ド
コ
モ
・
1
D
、
L
I
N
E

P
a
y
、
P
a
y
P
a
y
、
楽
天
ペ
イ
な
ど
が
参
加
す
る
予
定
で
あ

り
、
政
府
は
2
0
2
0
年
度
予
算
案
に
関
連
費
と
し
て
2
5
0
0
億

円
を
計
上
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
政
策
を
カ
ー
ド
普
及
の
遅
れ
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
す
る
報

道
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
目
的
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
健
康
保
険
証
化
に
よ
り
2
0
2
3
年
3
月
末
ま
で
に

「
ほ
と
ん

ど
の
住
民
が
カ
ー
ド
を
保
有
」
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
大
規
模
な
国

費
の
投
入
は
カ
ー
ド
普
及
を
図
る
た
め
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。

ー
I
D
L
を
取
得
す
る
と
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
マ
イ
キ
ー
I
D
は
電
子
証
明
書
を
通
じ
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と

つ
な
が
っ
て
お
り
、
一
人
で
複
数
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

自
治
体
ポ
イ
ン
ト
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
行
う
と
自
治
体

か
ら
交
付
さ
れ
、
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
地
域
の
店
舗
な
ど
で
買
い

物
が
で
き
る
と
す
る
地
域
活
性
化
策
の
一
つ
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。
政
府
は
こ
れ
を
全
国
版
で
あ
る
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」
に

拡
張
し
、
消
費
活
性
化
策
に
使
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。
具
体
的
に

で
は
目
的
は
何
か
。
1
9
年
6
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
骨
太
の
方

針
2
0
1
9
」
は
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
民
間
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
利
用

型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
基
盤
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
本
人
確
認
機
能
を
活
用
し
た
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ

ス
を
発
展
的
に
利
活
用
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
官
民
の
共

同
利
用
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
基
盤
の
構
築
を
目
指
す
背
景
に

は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が
海
外
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
と
の
危
機

感
が
政
府
に
あ
る
か
ら
だ
。

1
8
年
4
月
、
経
産
省
は
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策

定
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
先
進
国
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
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が
4
～
6
割
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
日
本
は
1
5
年
時
点
で
1
8
・
4
％

に
留
ま
っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
2
5
年
ま
で
に
4
割
に
引
き
上
げ
る

こ
と
を
目
標
に
掲
げ
た
。
ま
た
、
ビ
ジ
ョ
ン
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

推
進
活
動
の
推
進
役
と
な
る
機
関
の
設
立
が
必
要
」
に
基
づ
き
、
同

年
7
月
に
は
業
界
横
断
組
織
と
し
て
一
般
社
団
法
人
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
推
進
協
議
会
」
を
設
立
し
て
い
る
。

政
府
の
狙
い
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
活
用
し
た
国
産
の
決
済
基

盤
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
を
実
現
す
る
と
と

も
に
、
G
8
g
－
①
P
a
y
や
A
p
p
十
の
P
a
y
、
A
童
a
Z
O
n
P
a
y
な
ど
の
海

外
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
勢
、
萄
引
出
対

抗
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ペ
イ
は
中
国
国
内
で
使
わ

れ
て
い
る
Q
R
コ
ー
ド
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
最
大
手
で
、
日
本
へ
の
旅

行
者
が
買
い
物
に
利
用
す
る
こ
と
も
増
え
て
い
る
（
た
だ
し
日
本
人
は

「
ま
だ
」
使
ゝ
え
な
い
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古

画
　
「
信
用
ス
コ
ア
」
と
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
　
　
醒

こ
の
ア
リ
ペ
イ
を
展
開
し
て
い
る
の
は
ア
リ
パ
パ
・
グ
ル
ー
プ
だ

が
、
そ
の
傘
下
の
金
融
関
連
企
業
が
提
供
す
る
信
用
ス
コ
ア
サ
ー
ビ

ス
　
「
芝
麻
信
用
（
セ
サ
ミ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
」
が
、
中
国
で
は
広
く

普
及
し
て
い
る
。
芝
麻
信
用
は
、
年
齢
、
学
歴
、
職
歴
、
資
産
状

況
、
返
済
履
歴
、
人
脈
、
買
い
物
履
歴
、
趣
味
趣
向
な
ど
の
個
人
情

報
を
も
と
に
3
5
0
～
9
5
0
点
の
範
囲
で
信
用
ス
コ
ア
を
算
出

し
、
本
人
な
ど
に
提
供
し
て
い
る
。
高
得
点
者
は
様
々
な
優
遇
を
受

げ
ろ
こ
と
が
で
き
る
（
借
家
や
ホ
テ
ル
、
レ
ン
タ
カ
ー
、
シ
ェ
ア
自
転
車
な
ど

の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
が
不
要
に
、
消
費
者
金
融
で
の
借
金
が
容
易
に
、
一
部
の
国
の
ビ
ザ

申
請
が
ネ
ッ
ト
上
で
可
能
に
等
々
）
。

信
用
ス
コ
ア
が
高
い
と
就
職
や
婚
活
で
も
有
利
に
な
る
こ
と
も
あ

り
、
多
く
の
人
達
が
点
数
ア
ッ
プ
に
精
を
出
し
て
い
る
と
い
う
。
し

か
し
、
肝
心
の
信
用
ス
コ
ア
の
計
算
の
仕
組
み
は
全
く
の
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
ま
た
民
間
だ
け
で
な
く
一
部
の
地
方
自
治
体
も

交
通
マ
ナ
ー
や
市
民
道
徳
な
ど
を
守
ら
せ
る
意
味
合
い
が
強
い
独
自

の
信
用
ス
コ
ア
の
算
出
と
活
用
を
始
め
て
い
る
。
中
央
政
府
も
2
0

2
0
年
ま
で
に
社
会
信
用
に
関
す
る
基
礎
的
法
規
や
基
準
体
系
を
整

備
し
、
信
用
情
報
リ
ソ
ー
ス
の
共
有
を
基
礎
と
す
る
社
会
全
体
の
信

用
調
査
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
す
る
「
社
会
信
用
体
系
建
設
企
画

綱
要
」
を
1
4
年
に
策
定
し
て
い
る
。

風
刺
対
」
引
月
例
倒
潮
目
樹
鼎
は
、
き
力
団
カ
ー
井
川
引
引
例
円
山
を
l
倒
八

割
囲
瑚
t
」
粗
引
綱
相
聞
日
工
捌
引
当
“
古
訓
菊
甜
対
韓
割
国
司
封
可
能
性
が
極

め
て
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
国
に
限
っ
た
話
で
は

な
い
。
金
融
分
野
を
中
心
に
今
や
世
界
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
お

り
、
日
本
で
も
確
度
の
差
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
企
業
が

く
信
用
ス
コ
ア
の
提
供
を
始
め
て
い
る
。
政
府
が
構
築
を
図
る
官
民
共

同
利
用
型
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
基
盤
が
、
行
動
履
歴
や
購
買
履

歴
な
ど
の
個
人
情
報
を
収
集
す
る
巨
大
な
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
成
長

し
、
ス
コ
ア
の
算
出
へ
と
進
め
ば
、
深
刻
な
権
利
侵
害
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
ろ
う
。
決
し
て
見
過
ご
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
i
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躍
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
な
い
権
利
　
　
　
躍

1
8
年
5
月
、
E
U
（
欧
州
連
合
）
は
全
て
の
加
盟
国
に
個
人
情
報

保
護
を
義
務
づ
け
る
「
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則

（
G
D
P
R
）
」
を

施
行
し
た
。
規
則
に
は
「
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
含
む
自
動
処
理
に

の
み
基
づ
く
決
定
を
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
」

と
し
、
「
プ
ロ
フ

ア
イ
リ
ン
グ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
権
利
を
持
つ
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
特
に
人
種
的
・
民
族
的
出
自
、
政
治
的
意
見
、
宗
教
・
思
想

上
の
信
条
、
労
働
組
合
加
入
、
遺
伝
子
や
生
体
情
報
、
性
生
活
・
性

的
指
向
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
処
理
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
権
利
を
明
記
し
て
い
る
背
景
に
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に

よ
る
支
配
（
障
害
者
・
児
の
安
楽
死
、
ホ
ロ
コ
」
ス
ト
、
戦
時
動
員
等
）
と
東

側
諸
国
の
監
視
社
会
と
い
う
重
い
歴
史
が
あ
る
。
特
に
現
代
の
ド
イ

ツ
で
は
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
つ
な
が
る
共
通
番
号
制
度
だ
け
で
な

く
、
個
人
情
報
を
集
め
る
国
勢
調
査
さ
え
憲
法
違
反
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
日
本
で
は
「
リ
ク
ナ
ビ
」
（
リ
ク
ル
ー
ト
キ
ャ
リ
ア
社
に
よ
る
転

職
サ
イ
ト
）
が
就
活
生
を
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
、
内
定
辞
退
の
可

能
性
を
数
値
化
し
販
売
、
こ
れ
を
買
っ
た
企
業
が
採
否
判
定
に
利
用

す
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
一
件
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
日
本
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
議
論
は

国
民
の
意
識
も
含

E
U
に
比
べ
て
格
段
に
遅
れ
て
お
り
、

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を

さ
れ
な
い
権
利
も
個
人
情
報
保
護
法
に
は
う
た
わ
れ
て
は
い
な
い
。

さ
れ
た
際
に
は
、
も
ら
い
す
ぎ
を
防
ぐ
と
し
て
個
人
レ
ベ
ル
で
の

「
負
担
と
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
」
を
図
る
こ
と
や
、
社
会
保
障
給
付
に

上
限
を
設
け
る
こ
と
な
ど
が
姐
上
に
あ
げ
ら
れ
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
活
用
し
た
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
や
選
別
は
ま
だ
行
わ
れ
て
は
い
な

い
が
、
制
度
化
の
目
的
か
ら
見
て
近
い
将
来
、
始
ま
る
可
能
性
は
極

め
て
高
い
だ
ろ
う
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
問
題
を
「
漏
れ
た
ら
怖
い

ね
」
と
い
っ
た
話
で
留
め
ず
、
命
に
か
か
わ
る
問
題
だ
と
捉
え
、
プ

ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
行
わ
れ
、
い
か
な
る
社
会

を
も
た
ら
す
の
か
、
ま
た
地
方
自
治
体
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
何
か

に
つ
い
て
、
憲
法
改
悪
の
動
き
が
本
格
化
す
る
も
と
、
基
本
的
人
権

擁
護
の
立
場
か
ら
の
国
民
的
な
議
論
を
大
至
急
始
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（注）（
1
）
　
識
別
子
と
は
複
数
の
対
象
か
ら
特
定
の
一
つ
を
識
別
、
同
定
す
る

の
に
用
い
ら
れ
る
文
字
列
や
数
字
か
ら
な
る
記
号
の
こ
と
。

（
2
）
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
時
に
申
請
用
紙
に
あ
る
不
要

欄
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
限
り
、
I
C
チ
ッ
プ
に
は
公
的
個
人
認
証
の
電

子
証
明
書
が
漏
れ
な
く
記
録
さ
れ
る
。

（
3
）
　
電
子
証
明
書
の
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
は
、
顔
認
証
を
使
っ
て

も
初
期
登
録
は
で
き
な
い
。
市
役
所
に
出
向
い
て
更
新
す
る
必
要
が
あ

る。
（
4
）
中
国
の
信
用
ス
コ
ア
に
つ
い
て
は
、
西
村
友
作
『
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
国
家
　
「
中
国
新
経
済
」
の
光
と
影
』
（
文
春
新
書
）
、
梶
谷
懐
他

ノ
『
幸
福
な
監
視
国
家
・
中
国
』
（
N
H
K
出
版
新
書
）
、
岩
田
昭
男
『
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
覇
権
戦
争
』
（
同
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
　
　
　
隅

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
出
発
点
で
あ
る
社
会
保
障
番
号
の
導
入
が
検
討


